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１ 確定申告・年末調整手続の現状

確定申告

年末調整
企業の

給与担当者
従業員

○ 年末調整後に確定申告が必要な場合
・ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
・ 給与・退職所得以外の所得金額の合計額
が20万円を超える方 など

○ 確定申告をすれば源泉徴収税額が還付さ
れる場合
・ 医療費控除や寄付金控除（ふるさと納税
など）の適用を受けようとする方 など

・ 控除証明書等ハガキの郵送
・ 保険料控除証明書についてはデータによる
提供も可能（注１、２）

控除申告書等
の手書き作成・提出

（企業（雇用主）によっ
てはシステムへの手入力）

控除申告書等の
確認・入力・税額
計算・保管

確定申告書の収受
・確認・入力

（注）１ 控除証明書データを受領するためには、証明書等発行主体の顧客ごとに設けられたウェブサイトで取得するか、メール等により
取得する必要がある。

（注）２ 年末調整においては控除証明書データを雇用主へデータのまま提出できない（平成32（2020）年10月1日以降可能となる。）。
このため、証明書をデータで受領した場合は、当該データを国税庁ホームページの「ＱＲコード付証明書等作成システム」により
ＱＲコード付きの控除証明書を作成・印刷し雇用主に提出する必要がある。

（注）３ 控除申告書及び控除証明書は、税務署長が給与の支払者に対しその提出を求めるまでの間、給与の支払者が保存する。
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（注３）
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２ 現状の年末調整手続における課題

２
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３ 現在検討している年末調整手続電子化のイメージ（平成32（2020）年10月以降）
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※ 控除証明書発行主体の顧客ページ等から控除証明書データを取得できる場合は、当該取得したデータを
控除証明書作成用ソフトウェアにインポートして利用することも可能。

控除申告書作成用ソフトウェアについては、現在国税庁で開発中である。
また、民間システムベンダーが提供する給与システム等においても、控除証明書等データを
利用した年末調整手続が可能となるよう、当該ソフトウェアの仕様公開を予定している。
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・確定申告書等作成コーナー
・民間の年末調整用ソフトウェア
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４ 年末調整手続電子化のメリット

４
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発行主体
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